
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
三
号

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

職
業
訓
練｣

の
下
に｢
(

以
下｢

公
共
職
業
訓
練｣

と
い
う
。)
若
し
く
は
職

業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十

七
号
。
以
下｢

特
定
求
職
者
支
援
法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練(
以
下

｢

求
職
者
支
援
訓
練｣

と
い
う
。)
｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練｣

を｢

公
共
職
業
訓
練
、
求
職
者

支
援
訓
練｣

に
改
め
、｢

以
下｣

の
下
に｢

こ
れ
ら
を｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

、
当
該
訓
練
を
受
け
る
施
設
の
長
を
経
由
し
て
、｣

を
削
り
、
同
項
に
後
段

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
支
給
対
象
者
に
あ
つ
て
は
、
認
定
申
請
書

を
当
該
公
共
職
業
訓
練
を
行
う
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
一
条
第
五
項
中｢

変
更
後
の｣

の
下
に｢

事
実
を
記
載
し
た｣

を
加
え
、｢

を
当
該
職
業
訓
練

を
行
う
施
設
の
長(

職
場
適
応
訓
練
を
受
け
て
い
た
者
に
あ
つ
て
は
公
共
職
業
安
定
所
の
長)

を
経
由

し
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば｣

を｢

に
認
定
書
又
は
通
知
書
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば｣

に
、｢

先
に
知
事
か
ら
交
付
さ
れ
た
認
定
書
又
は
通
知
書
を
併
せ
て｣

を｢

、
公
共
職
業
訓
練
を
受
け

て
い
る
支
給
対
象
者
に
あ
つ
て
は
当
該
認
定
申
請
書
を
当
該
公
共
職
業
訓
練
を
行
う
公
共
職
業
能
力
開

発
施
設
の
長
を
、
職
場
適
応
訓
練
を
受
け
て
い
る
支
給
対
象
者
に
あ
つ
て
は
当
該
申
込
書
を
所
轄
の
公

共
職
業
安
定
所
の
長
を
経
由
し
て｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

前
項
の
届
出｣

を｢

前
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
又
は
申
込
書
の
届
出｣

に
、｢

そ
の
届
出｣

を｢

、
そ
の
申
請
又
は
申
込
み｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
訓
練｣

を｢

公
共
職
業
訓
練｣

に
、｢

当

該
訓
練｣

を｢

当
該
公
共
職
業
訓
練｣

に
、｢

、
知
事｣

を｢

知
事｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

、
当
該
訓
練｣

を｢

当
該
職
場
適
応
訓
練｣

に
、｢

、
知
事｣

を｢

知

事｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
受
給
資
格
者
は
、
訓
練
手
当
に
係
る
訓
練

手
当
支
給
申
請
書(

第
三
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｢
｢

②
②

公
公

共
共

職
職

業
業

能
能

力
力

開
開

発
発

施
施

第
一
号
様
式(

そ
の
一)

中

設

を

設

に
、｢

(注
)
寄
宿
手
当
の
申
請
を
す

の
の

長
長

の
又

確
は

認
知

欄
事の確認欄

｣
｣

｢備
考

る
者
は
､
住
民
票
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣

を

１
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け

る
こ
と
と
す
る
｡

２
寄
宿
手
当
の
申
請
を
す
る

平成24年９月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第53号1

規

則

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一



て
い
る
者
に
つ
い
て
は
､
②
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
又
は
知
事
の
確
認
欄
を
知
事
が
記
入
す

者
は
､
住
民
票
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式(

そ
の
二)

表�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成24年９月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第53号 2
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(その２)
(表)

訓練手当受給資格認定申請書 (通勤手当関係)
福島県知事

年 月 日
申請者 住所

氏名
(記名押印又は署名)

通勤手当の支給を受けたいので､ 下記により申請します｡
通勤開始年月日 年 月 日

備考
１ この申請書は､ 訓練手当のうち通所手当の支給を受けようとする場合に使用してください｡
２ この申請書には､ 通常行つている通所の実情のみを記入し､ 例外的な方法等は記入しないでください｡
３ ｢通所方法の別｣ 欄には､ 通所の順路に従い徒歩､ 自動車､ JR〇〇線等の別を記入してください｡
４ ｢乗車券等の種類｣ 欄には､ １箇月定期券､ 11 枚つづり回数券､ 優待乗車券等の別を記入してください｡
５ ｢左欄の乗車券等の額｣ 欄には､ １箇月定期券の額､ 11 枚つづり回数券の額等乗車券等に応ずる額を記入してください｡
６ 往路と帰路が異なる場合は､ 往路､ 帰路の順で両方記入してください｡

順路 通所方法の別 区 間
距 離
(片道概算)

所要時間
(概算)

乗車券等の種類 左欄の乗車券等の額

１ 住居から ( 経由) まで ・ km 時間 分 円

２ 住居から ( 経由) まで ・ km 時間 分 円

３ 住居から ( 経由) まで ・ km 時間 分 円

４ 住居から ( 経由) まで ・ km 時間 分 円

５ 住居から ( 経由) まで ・ km 時間 分 円

計 住居から訓練施設まで ・ km 時間 分 円

他に利用できる交通機関
等の名称及び利用区間等

通所方法の別 通 所 区 間 乗車券等の種類 乗車券等の額

住居から 経由 経由 訓練施設 円

※公共職業能力開発施設の長又は知事の確認欄 (申請者は記入しないこと｡)
□該当 その他
□交通機関等利用
(１箇月の運賃等相当額 円)

□自動車等使用
□片道 10km未満の者
□片道 10km以上の者
□基本手当の日額に係る級地区分が３級地
である者のうち片道 15km以上の者

□非該当
理由

上記のとおり進達します｡
年 月 日

公共職業能力開発施設の所在地
公共職業能力開発施設の長の職氏名 印□



第
三
号
様
式
中｢第

３
号
様
式
(第
13
条
関
係
)
｣

を｢第
３
号
様
式
(第
13
条
関
係
)

(そ
の

１
)
｣

に｢訓
練
手
当
支
給
申
請
書
｣

を｢訓
練
手
当
支
給
申
請
書
(公
共
職
業

訓
練
用
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平成24年９月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第53号 4
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(その２)

訓練手当支給申請書 (求職者支援訓練用)

福島県知事

年 月 日

住所

氏名

(記名押印又は署名)

年 月分の訓練手当の支給を受けたいので､ 下記のとおり申請します｡

支 給 申 請 内 容

訓 練 期 間 年 月 日から 年 月 日まで
訓練が行われなかつた日数 日
訓練を受けなかつた日数 ①やむを得ない理由による日数 日

①のうち疾病又は負傷により
引き続いて 14 日を超えた日数

日

②やむを得ない理由がない日数 日
訓 練 を 受 け た 日 数 日
家 族 と 別 居 し て 寄 宿 し て い な い 日 数 日

添付書類 (やむを得ない理由を証明する書類等)
□医師の診断書等
□遅延証明書等
□その他 ( )

手 当 内 訳

基本手当
日 数 日
日 額 円
金 額 円

受講手当
日 数 日
日 額 円
金 額 円

技能習得手当

通所手当
日 数 日
月 額 円
金 額 円

寄宿手当
日 数 日
月 額 円
金 額 円

合計額 円
当月請求額 円
保留額 円

求職者支援訓練施設による受講証明
右のカレンダーに該当する印を付けてください｡
(１) 職業訓練が行われなかつた日 ＝印 (取消線)
(２) 職業訓練を受けた日 ○印
(３) 職業訓練を受けなかつた日

やむを得ない理由のある欠席 △印
やむを得ない理由のない欠席 ×印

月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

特記事項
上記の記載事項に誤りのないことを証明します｡

年 月 日
求職者支援訓練の施設の長の職氏名 印□



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
公
共
職
業
安
定
所
か
ら
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
べ
き
旨
の
指
示
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

以

下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
及
び
第

三
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
支
給
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
訓
練

手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
訓
練
手
当
支
給
申
請
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

産
業
人
材
育
成
課)
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